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１．はじめに

　男女間賃金格差は世界各国における共通の問

題である。その原因について，『OECD 労働市

場と社会政策臨時報告』は，「性別職業１分離」

（gender occupational segregation）が主な要因

の１つであることを指摘している２。性別職業

分離の問題は，「職業間格差」（inter-occupation 

differentials）と「職業内格差」（intra-occupation 

differentials）の２種類に分けられる。職業間格

差とは，男女間の職業分布の相違によって生じ

る男女間賃金格差であり，職業内格差とは，同

じ職業についても男女の賃金が異なることに

よって生じる賃金格差である（Brown, Moon 

and Zoloth １９８０）。このような２つの要因に応

じて，とるべき政策も異なる。職業間格差は労

働者の職業選択，および労働需要側（雇用主，

あるいは企業側）の職業配置における男女の相

違に関わるため，女性の育児支援や男女雇用均

等法が重要な政策になると考えられる。職業内

格差は主に同一職業における男女の差別的取り

扱いの問題に関連するため，同一労働価値同一

賃金政策の徹底が必要であると考えられる。し

たがって，男女間賃金格差の政策立案の視点か

らみると，この２つの要因に関する分析は重要

な課題になると考えられる。欧米の労働市場を

対象とした Bergmann（１９７４），Brown, Moon 

and Zoloth（１９８０），Miller（１９８７）などの分析

では，職業内格差および職業間格差の両方が男
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＊　本稿を作成するにあたり，慶應義塾大学にお
ける文部科学省２１世紀 COE プログラム「市場
の質に関する理論形成とパネル実証分析－構造
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けた。慶應義塾大学商学部清家篤教授，樋口美
雄教授，北京師範大学の李実教授からは御指導
およびご助言を頂いた。また，２００６年中国経済
学会全国大会および２００６年春季日本経済学会で
報告する際に，東京学芸大学の牧野文夫教授，
東京経済大学の羅歓鎮准教授，獨協大学の阿部
正浩准教授，慶應義塾大学 COE 小松原崇史研
究員にコメントを頂いた。特に本誌の匿名のレ
フェリーおよび東京学芸大学の劉徳強教授から
は沢山の有益な助言を頂いた。上記の方々に深
く感謝したい。残る誤りは全て筆者の責任に帰
する。
１　日本の先行研究において，「職種」，「職業」な
どの用語が同じ意味で利用される場合がある。
本稿では，欧米の先行研究でよく利用される専
門用語「職業」（occupation）を用い，日本の先
行研究の用語をすべて「職業」に統一する。
２　『OECD 労働市場と社会政策臨時報告』によ
れば，OECD の各国における男女間賃金格差の

───────────
理由について，①性別職業分離，②家庭を女性
の負担とする性別役割分業，③男性には世帯主
として家族手当が支給されるのに対して，女性
の賃金は男性の何％かに固定される慣行の３つ
が主な要因であることが指摘されている。
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女間賃金格差に影響を与えることを指摘してい

る。本稿は，中国と日本を対象とした，はじめ

ての研究である。

　日本と中国における男女間賃金格差の状況を

概観してみると，まず，中国においては，計画

経済期に男女間賃金格差は小さかったが，市場

経済を導入した１９７８年以降，その格差が拡大し，

職業が男女間賃金格差に影響を与えることが示

されている（Gustafsson and Li ２０００，馬 ２００５・

２００７a）。劉・牛（２０００）は１９８２年，１９９０年，１９９５

年の人口センサスを用いて女性が低賃金の職業

に集中することを指摘している。また，２０００年

に中国婦人聨合会と国家統計局が実施した第二

回中国女性の社会的地位調査によれば，１９９９年

には同一職業についても，男性に比べ，女性の

賃金が低いことがわかった３。一方，日本にお

いては，１９８０年代以降，「男女雇用機会均等法」

や「労働基準法の改定」などの労働政策の実施

によって，女性の雇用環境の改善が図られてい

るが，依然として男女間賃金格差は大きい４。

その理由については，男女間に職業分布の相違

があるのみならず，同一職業における男女間の

賃金の差異が大きいことも理由の１つであるこ

とが指摘されている５。また，１９８０年代に男女

雇用機会均等法の実施に伴って「コース別雇用

制度」６が導入されたが，「一般職」と「総合職」

の区別により，企業における男女差別の問題は

解消せず，むしろ深刻化しているという議論も

ある（木本１９９５，脇坂１９９６，熊沢２０００）。

　以上から，日本と中国では，労働市場の構造

が異なるため，両国における男女間賃金格差の

要因は異なると考えられるものの，性別職業分

離は日本と中国における男女間賃金格差の共通

の要因であることがうかがえる。また，１９９０年

代以降，中国においても，日本においても，労

働市場の規制緩和が行われ，労働力の流動性が

増加し，労働者が職業を選択する自由度が高く

なった（南・牧野１９９９，厳２００５，樋口・児玉・

阿部２００５，馬２００６・２００７b）。しかしながら，現

在までに性別職業分離が両国の男女間賃金格差

にそれぞれどのような影響を与えているかは明

確にされていない。この点を数量的に明らかに

することが本稿の目的である。

　本稿の第２節では先行研究をサーベイし，第

３節では分析の枠組みについて説明する。また，

第４節で計量分析を行い，第５節で実証分析か

ら得られた結論をまとめる。

２．先行研究と本稿の特徴

（１）職業と男女間賃金格差に関する諸理論仮説

　職業分布と男女間賃金格差に関する混雑仮説

（Bergmann １９７４）によれば，男性と女性の労

働市場が分断され，女性に対して開かれる職業

───────────
系が支配的であること，第二は，女性が一般的
に低賃金労働に集中し，また大半の企業では，
女性が補助的職務に配置されているため，雇用
上の機会平等が十分に達成されていないことで
ある。

６　１９９１年の厚生労働省『コース別雇用管理の望
ましいあり方』によれば，コース別雇用管理と
は，企画的業務や定型的業務等の業務内容や転
居を伴う転勤の有無等によっていくつかのコー
ス（例えば，「一般職」と「総合職」）を設定し，
コースごとに異なる配置・昇進・教育訓練等の
雇用管理を行うシステムと定義される。

───────────
３　２０００年に中国婦人聨合会と国家統計局は３０省，
４０４市区，４８，１９２人に対して，就業状況の実態調
査を行った。その結果，同じ職業についても，
男女の賃金が異なり，例えば，男性賃金を１００と
した場合，女性管理職の賃金は５７．９，女性技術
職の賃金は６８．３であることが明らかになった。

４　男性を１００とした場合の女性の時間当たり賃
金率は，２００３年の日本が６６．８，２００３年のアメリ
カが７９．４，１９９９年のイギリスが８０．６，２００２年の
フランスが７４．１，１９９９年の中国が８１．３５である
ことが明らかになった。（日本：厚生労働省『賃
金構造基本調査　２００３』；アメリカ：労働省
“Employment and Earning　２００３”；イギリス
とフランス：ILO“Year Book of Labor Statistics，
２００３”；中国：１９９９年中国都市家計調査）。
５　１９９３年 ILO 条約勧告適用委員会の報告書（第
４A 部）によれば，日本における男女間賃金格差
の主な要因として以下の２つがあげられている。
第一は，女性に不利に機能しがちな年功賃金体
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が少ない場合に，女性が少数の職業（「女性優位

性職業」female-dominated occupations）に集

中するため，その職業の賃金が低下する。一方，

男性が多数の職業（「男性優位性職業」male-

dominated occupations）の賃金は高い水準に引

き上げられる７。混雑仮説では，職業分布の男

女間の相違が存在し，男性優位性職業と女性優

位性職業の賃金が異なることによって男女間賃

金格差が生じると指摘されている。しかし，混

雑仮説には職業内格差の問題が含まれておらず，

しかも男女間の職業分布の差異が生じる理由が

説明されていない。

　職業内格差と男女間の職業分布の差異が存在

する理由は，以下のような新古典派の労働経済

学の理論によって説明されている。まず，１つ

の理由として労働供給側の自発的職業選択に

よって格差が生じることがあげられている。新

古典派の人的資本理論（Becker １９６４，Mincer 

１９７４）によれば，女性は育児時期に就業が中断

し，男性より女性の人的資本の蓄積が少なく，

企業特殊的な人的資本（企業教育訓練によって

形成される）の蓄積を通じた昇進昇級の可能性

が男性より小さい。そのため，女性は労働時間

が限定されない仕事，人的資本の蓄積の必要性

が低い仕事，相対的に賃金が低い仕事を選択す

る。このことが職業分布における男女の差異の

要因であると説明されている（Becker １９８５a・

１９８５b，Mincer and Polacheck １９７４）。

　次に，もう１つの理由として労働需要側にお

ける男女の差別的取り扱いに基づく格差が考え

られる。この問題については，雇用主の偏見仮

説（Becker １９５７）と統計的差別理論（Arrow 

１９７２・１９７３，Phelps １９７２）によって説明される。

Becker（１９５７）は雇用主を含む人々が差別的嗜

好（discrimination taste）を持っているため，

利潤をある程度犠牲にしても，ある特定のグ

ループの労働者（黒人，女性など）を排除する

と指摘している。一方，統計的差別理論

（Arrow １９７２・１９７３，Phelps １９７２）によれば，

雇用主が労働者の属性について不完全な情報し

か持っていないため，労働者を採用する際に彼

らの能力や将来の生産性について正しく判断す

ることは難しい。そのため，これらの情報収集

の代わりに性別，人種，年齢，学歴などの指標

を用いて判断せざるをえない。統計的に見ると，

男性に比べ，女性は勤続年数が短く，育児時期

に離職率が高く，仕事へのコミットメントも低

い。企業は教育訓練にかけた投資費用が回収で

きなくなるリスクを回避するために，男性をよ

り長時間の教育訓練が必要である職業（管理職，

生産技能職など）に配置する。また，同じ職業

についても，職業ランクの昇級は男性が女性よ

り速い。その結果，女性が男性より低い賃金を

受け取ることになる。

　以下では，これらの理論仮説に基づく実証分

析の結果をまとめる。

（２）　実証分析

　欧米の労働市場を対象とした分析において，

Brown, Moon and Zoloth（１９８０），Miller（１９８７），

Hawke（１９８７），Kidd（１９９３），Kidd and Shannon

（１９９３・１９９６）などは，男性と女性の労働市場

が分断され，職業間格差のみならず，職業内格

差が男女間賃金格差に影響を与え，国によって

このような２つの効果が異なることを示してい

る。

　中国に関する実証分析については，まず，

Gustafsson and Li（２０００）と馬（２００５）が，１９８８

年，１９９５年，１９９９年の中国都市家計調査（以下

では，それぞれ CHIP１９８８，CHIP１９９５，CHIP 

１９９９と呼ぶ）の個票を用い，職業が中国の都市

部における男女間賃金格差に影響を与えること

を示している。次に，李・馬（２００６）と馬（２００６a）

は１９９９年中国都市家計調査の個票を用い，中国

の都市部において，性別職業分離の問題が存在

することを指摘している。Meng and Miller

（１９９５）は，中国の農村部において，職業内格

差が７６．７％，職業間格差が２３．３％であることを

───────────
７　女性優位性職業とは，女性が集中する職業で
ある。男性優位性職業とは，男性が集中する職
業である。
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示している。また，Meng（１９９８）は，山東省

済南市の１５０４人の出稼ぎ労働者のデータを利用

し，建築職，製造職，サービス職，自営業職の

４つの職業において，職業内格差が７９．３％，職

業間格差が２０．７％であることを明らかにしてい

る。

　日本に関する実証分析では，樋口（１９９１）が，

男女間の職業分布の相違と「コース別雇用管理」

が男女間賃金格差に影響を与えることを指摘し

ている。中田（１９９７）は，昭和６０年賃金構造基

本調査の個票を用い，「女性ダミー」を加えた職

業別の賃金関数を推定し，職業が賃金に与える

影響には男女の相違があることを示している。

また，堀（２００３）は，２０００年の『賃金構造基本

調査』の個票を用い，分析可能な１００職業に対し，

個人属性をコントロールした後でも男女間に賃

金格差があることを明らかにしている。

　しかし，上記の先行研究には以下のような３

つの限界があると考えられる。

　第１に，Gustafsson and Li（２０００）および馬

（２００５）では，職業内格差が男女間賃金格差に

与える影響について分析されていないため，　

職業内格差がどの程度男女間賃金格差に影響を

与えるかが明らかになっていない。また，日本

の先行研究では，職業間格差および職業内格差

の両方に関する実証分析が行われていないため，

これらの要因がそれぞれどの程度男女間賃金格

差に寄与しているかは必ずしも明確ではない。

さらに，このことに関する日中比較は行われて

いない。

　第２に，Meng and Miller（１９９５）および Meng

（１９９８）では，２つの省の分析しか行われてい

ないため，そこで得られた結論が中国全体に適

用できるかどうかも不明である。また，職業分

類が４種であり，しかもそれらが１９９９年に公表

された『中華人民共和国職業分類大典』におけ

る職業の大分類と異なるため，　職業分類の数

および内容が異なることによるバイアスの問題

が残ると考えられる（Brown, Moon and Zoloth 

1980）８。

　第３に，賃金関数の分析の多くは，年齢（あ

るいは経験年数）のみが人的資本の代理変数と

して利用されていたが，女性が就業を中断す

る場合に，年齢あるいは経験年数が同じでも，

勤続年数が異なる可能性があるため，年齢

（あるいは経験年数）のみを用いた賃金関数

の推定にはバイアスがあると指摘されている

（Rummery １９９２）。また，年齢の効果には，

「生活保障による年功効果」（単なる年齢の効

果として表される）と「人的資本による年功賃

金効果」（勤続年数の効果として表される）の２

つがあると考えられる（小野１９８９，馬２００７a）９。

しかし，これまでの先行研究では，単なる年齢

効果と勤続年数の効果を含む実証分析がほとん

ど行われていない。

　先行研究の問題を考慮し，本稿の分析は以下

のような特徴をもつ。

　第１に，日本および中国の両方について，大

規模な家計調査の個票を用い，男女間格差を職

業内格差と職業間格差に分け，それぞれが日中

両国における男女間賃金格差に与える影響を明

らかにする。

───────────
８　Brown, Moon and Zoloth（１９８０）は，職業に
おける分類の数と分類内容によって，職業が男
女間賃金格差に及ぼす影響に関する推定結果が
異なると指摘している。１９９９年に発行された
『中華人民共和国職業分類大典』の職業大分類
によって，中国の職業が管理職，技術職，事務
職，サービス職，農林漁職，製造・運輸職，軍
人，その他の８つに分類されている。Meng
（１９９８）は，職業を建築職，製造職，サービス
職，自営業職の４種にしか分類しておらず，ま
た，建築職が産業の分類に属し，自営業が雇用
形態の分類に属するため，職業分類が産業分類
および雇用形態分類に混同され，分析結果にバ
イアスが生じていると考えられる。

９　標準的なミンサー型賃金関数では，教育年数，
経験年数，経験年数の二乗が説明変数として利
用されている。しかし小野（１９８９）は，日本に
ついての賃金関数を推定し，年功賃金における
年齢効果が人的資本（勤続年数）効果より大き
いことを指摘している。また，馬　（２００７a）は，
日本と中国において，年齢と勤続年数が男女の
賃金に与える影響はそれぞれ異なることを示し
ている。
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　第２に，先行研究における職業分類の問題を

解決するために，職業分類については，中国お

よび日本における家計調査の設問項目に基づい

て，国際基準における職業の大分類にしたがっ

て分類する。

　第３に，年齢変数および勤続年数変数を設定

し，両者の効果を考察する。

　また，先行研究および日中両国の状況を踏ま

え，本稿では，男女間賃金格差に職業が及ぼす

影響について，以下の２つの仮説を提起するこ

とができると考えている。

　まず，日中とも，混雑仮説で指摘されるよう

に，男女間の職業分布の相違が男女間賃金格差

をもたらす。さらに，雇用主の偏見と統計的差

別理論で説明されるように，男女の差別的取り

扱いが存在すれば，同じ職業についても男女の

賃金が異なることも考えられる。

　次に，日本と中国の比較を行う場合，労働市

場の状況が異なるため，職業内格差および職業

間格差がそれぞれの男女間賃金格差に与える影

響は異なると考えられる。中国においては，市

場化改革に伴って企業所有制は単なる国有企業

から民営企業，外資企業へ大きく転換し，また

国有企業においては労働雇用制度が改革された

ものの，従来の同一労働価値同一賃金政策に基

づく「職務等級賃金制度」が依然として賃金決

定に大きく影響を与えている（馬２００６b）。一方，

日本の場合，１９９０年代以降，成果主義人事制度

の導入に伴って外部労働市場の影響力が若干大

きくなってきたものの，男性従業員が依然とし

て企業における長期雇用制度によって優遇され

ている。したがって，日本企業では，同じ職業

における男女の差別的取り扱いの問題が中国よ

り深刻である。つまり職業内格差は日本のほう

が中国より大きいと考えられる。

　以上のことをまとめると，本稿の仮説は以下

の通りである。

＜仮説１＞日本と中国においては，男女間の職

業分布の相違，および同一職業にお

ける男女賃金の相違の両方によって，

男女間賃金格差が生じる。

＜仮説２＞男女間賃金格差全体に占める同一職

業内の男女間賃金格差の割合は，中

国より日本のほうが大きい。

　次に，仮説検証に関する分析の枠組みについ

て説明する。

３．分析の枠組み

（１）推定モデル

　分析手順として，まず Oaxaca モデル１０ を用

いて職業を含む男女間賃金格差に関する要因分

解を行う。次に Brown モデルを用いた要因分

解を行う。Brown モデルの要因分解の仕組み

については，まず，職業分布に関する多項ロ

ジット分析の推定係数を用いて女性における職

業分布の予測値を計算する。次に男女別・職業

別の賃金関数の推定を行い，最後にこれらの推

定結果を用いて職業に関する全要因分解を行う。

モデルを以下のように定式化する。まず，賃金

関数の推定式を（１）式で示す。

　LnWi＝α＋βXi＋ui （１）

Xi：勤続年数，勤続年数の二乗，学歴ダミー，

既婚ダミー，子供の数，職業ダミー，産

業ダミー，地域ダミー

　（１）式の LnWi は個人 i の賃金の自然対数，Xi

は賃金に影響する各要因，βは各要因の推定係

数，ui は誤差項をそれぞれ示す。（１）式から男

女間賃金格差の要因分解式が（２）式のように展

開される。

　LnWm－LnWf＝Xmβm－Xfβf （２）

───────────
１０　男女間賃金格差の要因分解手法はいくつかあ
るが，本稿では，先行研究でよく利用された
Oaxaca（１９７３）モ デ ル お よ び Oaxaca and 
Ransom（１９９４）モデルを用いる。Oaxaca モデ
ルは男女間の説明変数の推定係数および平均値
の差を利用する分析モデルである。要因分解の
他の研究については，Reimers（１９８３），Cotton
（１９８８），Neumark（１９８８）を参照されたい。
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　（２）式で，下付きの添え字 m および f は男性

と女性を表す。LnWm と LnWf は男性と女性の

平均賃金率の自然対数，Xm とXf は男性と女性

における各要因の平均値，βm とβf は（１）式で

求められる男性と女性の賃金関数の推定係数を

それぞれ示す。

　Oaxaca（１９７３）は，男女間賃金格差が労働生

産性１１ の違いによって生じる賃金格差

（differentials）と，労働生産性が同じでも賃金

が 異 な る こ と に よ っ て 生 じ る 格 差

（discriminations）の２つに分けられると述べ

ている。これらの２つの要因は属性要因に基づ

く格差と，非属性要因に基づく格差といえる。

以上を定式化すると，（Xm－Xf）βm あるいは

（Xm－Xf）βf は属性要因に基づく格差，Xf （βm

－βf）あるいは Xm（βm－βf）は非属性要因に基

づく格差をそれぞれ示す。そうすると，要因分

解式が，「男性基準」（βm）を用いる分解式（（３）

式）と「女性基準」（βf ）を用いる分解式（（４）

式）の２つに分けられる。

　LnWm－LnWf ＝（Xm－Xf）βm　　　　　　　　　─────
　　　　　　　　　属性要因に基づく格差

　　　　　　　　＋Xf（βm－βf）　　　　　　　　──────
　　　　　　　　非属性要因に基づく格差 （３）

　LnWm－LnWf ＝（Xm－Xf）βf　　　　　　　　　─────
　　　　　　　　　属性要因に基づく格差

　　　　　　　　＋Xm（βm－βf）　　　　　　　　──────
　　　　　　　　非属性要因に基づく格差 （４）

　（３）式と（４）式に対して，Reimers（１９８３），

Cotton（１９８８），Neumark（１９８８）および Oaxaca 

and Ransom（１９９４）は，男性基準と女性基準を

別々に利用することによって分解結果が異なっ

てしまい，この問題を解決するために，「非差別

性賃金構造の係数」（no-discrimination wage 

structure index）を利用すべきであると指摘し

ている。これらの先行研究に従い，「非差別性

賃金構造の係数」（「β＊」）１２ を利用すると，（３）

式と（４）式は（５）式のように一本化される。

　LnWm－LnWf ＝（Xm－Xf）β＊　　　　　　　　　─────
　　　　　　　　　属性要因に基づく格差

　　　　　　＋Xm（βm－β＊）＋Xf（β＊－βf）　　　　　　─────────────
　　　　　　非属性要因に基づく格差 （５）

　以下では，（２）式，（３）式あるいは（４）式で

示すモデル１，（５）式で示すモデル２の２つ方

法を用いて男女間賃金格差に関する要因分解を

行い，他の要因をコントロールした上で，職業

が男女間賃金格差に与える影響を明らかにする。

　次に職業に関する全要因分解の Brown モデ

ルについて説明する。この要因分解では，職業

別賃金関数の推定係数，および女性の職業分布

の予測値１３ を用いる。以下では，これらの数値

を求めるための職業別賃金関数と多項ロジット

分析の推定式について説明する。

　まず，（１）式の賃金関数を発展させた職業 k 

につく個人 i の職業別賃金関数を（６）式で示す。

　LnWki＝αk＋βkXki＋uki （６）

Xki：年齢，年齢の二乗，勤続年数，勤続年数

の二乗，学歴ダミー，既婚ダミー，子供

の数

───────────
１１　労働生産性についての計量分析をする際には，
人的資本の諸要因（例えば学歴，経験年数ある
いは勤続年数）が代理指標として用いられてい
る。人的資本要因をコントロールすれば，労働
生産性が同じであるという条件が満たされると
考えられる。他には，産業などの要因も労働生
産性に影響を与えるため，実証分析では，これ
らの要因もコントロールする必要がある。

───────────
１２　計量分析では，β＊ は男性と女性のサンプル
を含むプーリングデータを用いた男女計の賃金
関数から求められた推定係数である。

１３　女性の職業分布の予測値とは，女性に対する
評価が男性と同じである場合の女性の職業分布
の推定値である。これは職業に関する多項ロ
ジットモデルから求められた男性の推定係数と
女性の平均値を用いて計算される。
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（６）式の LnWki は職業 k につく個人 i の賃金

率の自然対数，Xki は各職業の確率に影響を与

える各要因，βk は各要因の推定係数をそれぞれ

示す。

　次に，職業に関する多項ロジット分析の推定

式は（７）式である。

　　　　　　　　　　　　eχiγk

　Pki＝prob（yki＝ocki）＝────　　　　　　　　　　　Σ eχiγk

　　 i ＝１・・・N　　従業員の観測数

　　 k ＝１・・・K　　職種 （７）

　（７）式のprob（yki＝ocki）は個人 i が職業 k に

つく確率，χi は職業につく確率に影響を与える

各要因（例えば，年齢，学歴など）を表す。

　Brown, Moon and Zoloth（１９８０）に従うと，

職業に関する全要因分解の分解式は（８）式で示

される。

　LnWm－LnWf

　　　　　＾　　　　　　　　　　　＾　　＝ΣP β （X －X ）　ΣW （P －P ）
　　　────────＋───────
　　　　　　　Ａ　　　　　　　　Ｂ

　　　　　　＾　＾　　　　　　＾　＾　　　　ΣP （  －  ）＋ΣP X （β －β ）
　　　＋────────────────
　　　　　　　　　　　　Ｃ

　　　　　　　＾　　　　ΣW （P －P ）
　　　＋───────
　　　　　　　Ｄ （８）

Ａ：職業内格差：属性要因に基づく格差

Ｃ：職業内格差：非属性要因に基づく格差

Ｂ：職業間格差：属性要因に基づく格差

Ｄ：職業間格差：非属性要因に基づく格差

　（８）式において，添え字 mおよび f は男性と

女性，P  とP  は男女の職業分布の割合（実際

値），X  とX  は男女別の各要因の平均値を示

　　＾　＾す。β とβ  は（６）式によって推定される各職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾業における男女別賃金関数の推定係数，   と

 ^   は推定される各職業における男女別賃金関

　　　　　　＾数の定数項，P は女性における職業分布の予

測値をそれぞれ示す。

　（８）式の右辺において，ＢとＤは職業間格差
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における属性要因と非属性要因に基づく格差，

ＡとＣは職業内格差における属性要因と非属性

要因に基づく格差をそれぞれ示す。したがって，

ＢとＤの合計値，およびＡとＣの合計値は職業

間格差，職業内格差の総合効果を表す。この２

つの合計値を用いて仮説１を検証する。また両

国におけるＡとＣの合計値の大きさを比較し，

仮説２を検証する。

（２）データの説明

　中国に関する分析では，１９９９年中国都市家計

調査の個票（CHIP１９９９）を利用する。CHIP１９９９

は２０００年１月に北京市，甘粛省，江蘇省，遼寧

省，山西省，河南省１４ から抽出した都市住民１５ 

３，７９９世帯の１２，０６０人に対し，中国社会科学院

・経済研究所が２０００年に実施した大規模な家計

調査である。日本の分析では，２００４年に行われ

た慶應義塾大学家計パネル調査（KHPS２００４）

の個票を利用する。KHPS２００４は慶應義塾大学

経商連携２１世紀 COE プログラムによって２００４

年に実施された日本の家計パネル調査の第１回

目調査である。KHPS２００４は層化２段階無作為

抽出によって日本全国を代表するように選ばれ

た４，０００人を対象に実施され，調査対象は２００４

年１月３１日時点で満２０歳から６９歳の男女である。

CHIP１９９９および KHPS２００４によって，豊富な

個人属性情報を用いる分析が可能になる１６。

　分析対象については，日中両国とも自営業を

除外し，分析対象を２０～６０歳の雇用者のみに限

定する。ただし，日中のサンプルには，非正規

雇用者および正規雇用者の両方が含まれる。欠

───────────
１４　中国の地域は東部，中部，西部の３つに分け
られる。例えば，北京，江蘇省と遼寧省は東部
地域，河南省と山西省は中部地域，甘 省は西
部地域にそれぞれ属する。

１５　都市住民は都市戸籍を持つ都市住民と都市臨
時住民証を持つ出稼ぎ農村労働者の２つに分け
られるものの，CHIP１９９９のデータからみると，
後者の割合はわずか２．３％である。

１６　CHIP１９９９および KHPS２００４の詳細な情報に
ついては，李・佐藤（２００４），Li and Sato（２００６）
と樋口（２００５）を参照されたい。
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損値を除外すると，中国においては，男女計

５，６０５人，うち男性は２，８４３人，女性は２，７６２人に

なる。日本においては，男女計１，７８２人，うち男

性は１，０８１人，女性は７０１人になる。

（３）変数設定

　被説明変数を以下のように設定する。多項ロ

ジット分析の被説明変数には，職業に関するカ

テゴリー変数を用いる。職業分類については，

中国の場合，１９９９年に発行された『中華人民共

和国職業分類大典』をベースにし，CHIP１９９９の

設問項目に基づいて「管理職」＝「民営企業の

経営者＋政府機関・企業の経営者＋政府機関・

企業の管理職」，「技術職」＝「各専門技術職＋

技術４級および４級以上の生産職＋技術３級お

よび３級以下の生産職」，「事務職」＝「事務職」，

「製造職」＝CHIP１９９９の「非技術生産職」，

「サービス職」＝「商業＋サービス職」，「その

他」＝「農・林・漁業職＋その他」のように設

定する。日本の場合，KHPS２００４では職業が「管

理職」，「専門・技術職」，「製造・建築・保守・

運搬職」，「運輸・通信職」，「事務職」，「サービ

ス職」，「保安職」やその他などの１１種類に分類

されているが，中国における職業分類に合わせ，

製造・建築・保守・運搬職，運輸・通信職，保

安職を製造職に統一し，またサンプル数が３０人

以下の女性管理職や農・林・漁業職をその他に

入れる。計量分析を行う場合，日中とも職業分

類を技術職，製造職，事務職，サービス職，そ

の他の５つの種類とする。これに基づいて職業

のカテゴリー変数を設定する。

　賃金関数では，時間当たり賃金率の自然対数

を被説明変数として用いる。中国の場合，

CHIP１９９９には労働時間の設問がないものの，

CHIP１９９９における正規雇用者の割合は８割以

上であり，中国における正規雇用者の労働時間

はほぼ一定である（週４０時間）ため，年間賃金

所得を年間労働時間で割り，時間当たり賃金率

とする。日本の時間当たり賃金率は KHPS２００４

における時給，週給，月給，年給と賞与の合計

値をそれぞれの対応する労働時間で割ったもの

である。また残業時間の賃金は通常賃金の１．２５

倍にして調整した。両国とも，賃金は基本給，

賞与および手当によって構成され，金融財産所

得，移転所得や実物所得などは含まない。

　一方，説明変数を以下のように設定する。多

項ロジット分析および賃金関数における説明変

数については，両国とも人的資本の要因（年齢，

勤続年数，学歴）と家族構成の要因（婚姻状況，

子供の数）の両者が職業につく確率と職業別賃

金に影響を与えると考えられるため，これらの

要因を説明変数とする（Berker １９６４・１９８５a・

１９８５b，Miller １９８７，Kidd １９９３，Kidd and 

Shannon １９９３・１９９６）。

　年齢については，中国の場合，質問票におけ

る年齢の設問の回答によって設定する。日本の

場合，生年月日の回答によって計算する（年齢

＝２００４－生年）。

　勤続年数については，中国の場合，「勤続年数

＝CHIP１９９９における『現在の企業で勤める年

数』」，日本の場合，「『勤続年数』＝２００４－KHSP 

２００４における『あなたは現在の企業・組織でい

つから働いていますか』という設問への回答」

によって算出する。また，職業ダミー変数を上

記の職業分類に従ってそれぞれ設定する。

　既婚と子供の数の影響については，既婚の男

性は，子供の数が増えると，家庭責任が大きく

なるため，仕事意欲が大きくなると考えられる

（Neumark ２００４）。一方，女性の場合，特に日

本の女性の場合，保育サービスが不備であるた

め，子供の数が増えると，家事労働が増加する。

その結果，多くの女性が離職・転職し，その後

に再就職をしても，彼女達は就業形態あるいは

職業の種類を変更し，低賃金しか受け取れてい

ない（四方・馬　２００６，仙田・樋口　２０００・２００２）。

つまり，子供の数が職業の選択と賃金に与える

影響は，男女によって異なることが考えられ

る１７。このような家族構成の要因をコントロー

───────────
１７　中国の場合，１９７９年以降，「一人っ子政策」が
実施され，都市では一人っ子世帯の数が増加し
ている。楊・郭（２０００）は，９１年～９５年に，都
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ルするため，既婚ダミー（「既婚＝１，未婚＝

０」）と子供の数を説明変数に加えた。

　産業によって資本設備率が異なり，これが労

働者の賃金に影響を与えると考えられる。産業

要因をコントロールするため，日中とも，産業

を農林漁業，建築業，製造業，運輸業，サービ

ス業などの１３種類に分けてそれぞれのダミー変

数を設定する。

（４）データの観察

　男女間の職業分布の相違を示す表１によれば，

日中とも，女性が事務職（日本２８％，中国１７％）

につく割合は，男性が事務職（日本１１％，中国

１５％）につく割合より大きく，女性技術職の割

合（日本１５％，中国１７％）は，男性（日本１６％，

中国２１％）より小さい。つまり日本においても，

中国においても，男性が技術職，女性が事務職

に集中することが見て取れる。次に，製造職に

ついてみると，日本男性の製造職の割合（３６％）

は日本女性（１１％）を大幅に上回るのに対して，

中国女性の製造職の割合（４１％）は中国男性

（３９％）とほぼ同じであることがわかる。

　職業別の男女間賃金格差は表２に示されてい

る。男性の賃金を１００とした場合，両国とも各

職業における女性の賃金が男性の賃金より低い

ことがわかる。また，中国に比べ，日本の各職

業において，男女間賃金格差が大きく，とくに

事務職におけるその格差が一番大きいことが見

て取れる。

　次に，各職業における男女の個人属性を表３

の記述統計量で示している。日本，中国とも，

教育水準や勤続年数などの人的資本において男

女の差異が存在するが，その格差は日中で異

なっていることが示される。

　例として，勤続年数について日中を比較して

みると，技術職における従業員の勤続年数は，

日中とも，女性が男性より短いものの，中国男

性の１９年に対して，日本男性は１２年と短く，中

国女性が１８年に対して，日本女性が８年と短い

ことがわかる。この理由が職業別の年齢構成と

離職・転職率における日中の相違にあると考え

───────────
市部の一人っ子世帯の割合が６７．３５％，農村部
の一人っ子世帯の割合が１１．９２％であることを
示している。

表１　男女別職業分布
（％）

女性男性

日本中国日本中国

１５１７１６２１技術職

２８１７１１１５事務職

１１４１３６３９製造職

７１５１７５サービス職

３９１０２０２０その他

１００１００１００１００合計

（注）１）職業分類について，日本と中国とも，その他は
技術職，事務職，製造職，サービス職の以外の職業
である。

２）日中の職業分布の差について，t 検定を行い，各
職業について，いずれも１％以下の有意水準で差
があることが示された。

（資料）CHIP１９９９とKHPS２００４の個票により筆者が計算
（以下特に記述がなければ，すべて同様）。

表２　日本と中国における職業別の男女間賃金格差

日本中国

女/男

（%）

女性

（円/時間）

男性

（円/時間）

女/男

（%）

女性

（元/年）

男性

（元/年）

８１２，０５８２，５４４８２７，９２０９，６７３技術職

４８　９２６１，９４１７９６，６８８８，４３２事務職

５４１，３１１２，４４９６３３，７８５６，０２７製造・運輸職

７３１，１２９１，５４８７５４，０２０５，３５３サービス職

６０１，７２６２，８９６１００３，１３３３，１３３その他

（注）１）日中とも，その他が管理職，技術職，事務職，製造・運輸職，サービス職以外の職である。
２）日中とも，職業別の男女間賃金格差の値について，t 検定を行い，いずれも１％以下の有意水準で差があることが
示された。
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られる。まず，年齢構成からみると，中国では

技術職における中高年者の割合が大きい一方，

日本では技術職の年齢が相対的に若い。また，

離職・転職率の状況について，CHIP１９９９およ

び KHPS２００４の個票によれば，中国の転職率が

日本より小さいことがわかる。この理由として

は，サンプルにおける国有企業の割合が大きい

ことが考えられる。CHIP１９９９のサンプルにお

いて，国有企業の占める割合が８割以上である。

国有企業における転職・離職は多くないため，

中国の離職・転職率が日本より大きくないと考

えられる。また，中国の女性は正規に雇用され

る場合が多いため，日本女性より離職・転職率

が低いことがもう１つの理由になると考えられ

る１８。

　また，男女間の勤続年数の格差を計算してみ

ると，日本が４年，中国が１年である。男女間

の勤続年数の格差は中国より日本が大きいこと

がわかる。この理由は日本と中国における女性

の就業の状況が異なることにあると考えられる。

中国においては，計画経済期に女性の就業が促

進された結果，国有企業では，多くの女性が出

産後も継続して雇用される。一方，日本におい

ては，「結婚退職」や「出産退職」といった言葉

表３　標本の職業別の記述統計量（平均値）

その他サービス職製造職事務職技術職

女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性中国

２２２３２３４５４５賃金率（元/時間）

４２４２４０４０４２４２４１４２４２４３年齢（歳）

１５１３１６１４１９２０１８１８１８１９勤続年数（年）

学歴の構成比（%）

１７０１０１８１１２０３２大卒

１４１９５６４５２８３５４６３６短大卒

２３１９４７３８３４３４３８３０２２１６高卒

６２５５４８５５６２６０２６２４１２１６中卒

９７９７９４８８９６９５９５９５９３９７既婚者比率（%）

１．６７１．４５１．４９１．３１１．４４１．３４１．４４１．３６１．３６１．３０子供の数（人）

７９７６３９０１５４１，１６３１，０９９４７４４２７４９４５９７標本数

女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性日本

１，７２６２，８９６１，１２９１，５４８１，３１１２，４４９９２６１，９４１２，０５８２，５４４賃金率（円/時間）

５２５１４４４１４５４５４０４１３９４１年齢（歳）

１３２０８１３８１４８１２８１２勤続年数（年）

学歴の構成比（%）

６４７９４０３１４２０５９３７６２大卒

１８１０１３９１９４２５３３６１１短大卒

６６３３６８４１６５６６５４１５２３２５高卒

１０１０１０１０１３１６１３４２中卒

８４９４８３８５８８８９９２８６８５８３既婚者比率（%）

１．３５１．４９１．１２１．００１．３２１．２００．９６１．１２０．９４１．２０子供の数（人）

４９１８３２７３２１８７４３８９２００１１７１０５１７４標本数

（注）１）日中の平均値の差について，ｔ検定を行い，検定結果によってすべて１％以下の有意水準で差はあることが示され
た。

２）中国の賃金率は，年間賃金所得を年間の平均労働時間（１８００時間）で割ったものである。平均労働時間は「平均労
働時間＝週平均労働時間４０×４×１２－祭日・祝日の日数×４０）のように算出する。

───────────
１８　現在の中国では，結婚・出産の際に退職する
女性は少ないが，日本の厚生労働省の「第１回
２１世紀出生児縦断調査」（平成１４年）によると，
日本では出産１年前に就業していた女性のうち
出産後に就業する割合は３２．２％にとどまり，無
業者が６７．４％を占めている。
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で表わされているように，多くの女性が結婚や

出産を契機に離職し，出産・育児後に元の職場

に正規社員として戻ることは極めて困難である

（四方・馬２００６）。このように日本と中国にお

ける女性の就業の状況が異なるため，男女間の

勤続年数が違ってくると考えられる。

　上記のクロス集計の結果により，各職業にお

いて，勤続年数などの人的資本における男女の

格差が存在し，しかも日中においてそれは異な

ることがわかる。しかし，具体的に職業がどの

ように日本と中国における男女間賃金格差に影

響を与えるかについては必ずしも明確になって

いない。次節では，計量分析を通じてこのこと

を明らかにしたい。

４．分析結果

（１）Oaxaca モデルによる要因分解の結果

　（２），（３）と（４）式を利用した Oaxaca 要因

分解の結果が表４に示されている。両国とも，

２つのモデルによる推定結果は細部において異

なるものの，各要因の推定結果の傾向はほぼ同

様である。

　モデル２の分析結果によると，まず，非属性

要因に基づく格差の影響は日中両国それぞれ９０

％，６２％であり，属性要因に基づく格差（日中

両国それぞれ１０％，３８％）に比べて大きいこと

が明らかになっている。また，他の要因（勤続

年数，学歴，婚姻状況，子供の数，産業や地域

など）の影響をコントロールした上で，両国と

も，属性要因における職業の差異が男女間賃金

格差に寄与し，その効果はそれぞれ６％（日本），

１２％（中国）であることが示されている。

　以上の要因分解では，職業の差異が日中両国

における男女間賃金格差に寄与することが示さ

れるものの，　職業内格差と職業間格差の効果

は明確になっていない。この問題を解明するた

め，次に Brown モデルによる要因分解を行う。

（２）Brown モデルによる要因分解の結果　

　まず，各職業につく確率に関する多項ロジッ

ト分析の結果を表５および表６に表している。

　年齢と勤続年数の影響をコントロールした上

で，学歴の効果をみる。高卒をレファレンス１９

にすると，中国の場合，教育水準が高いほど男

女とも技術職および事務職の確率が大きくな

る２０。日本の場合，学歴が高いほど，男女とも，

表４　Oaxaca 要因分解の結果（Oaxaca model）
（％）

モデル２
（Oaxaca １９９４モデル）

モデル１
（Oaxaca １９７３モデル）

属性格差非属性格差属性格差非属性格差中国

３７６４２９７１合計

２－３７１－３６勤続年数

９０８１学歴

１２－３１０－１職業

８５１５５３婚姻状況

８－３６－２子供の数

０２０２産業

－１４－１４地域

－４９－５０定数項

モデル２
（Oaxaca １９９４モデル）

モデル１
（Oaxaca １９７３モデル）

属性格差非属性格差属性格差非属性格差日本

１０９０１７８３合計

－２１１７２勤続年数

４３３３学歴

６－１５４－１３職業

１－５０－４婚姻状況

０１２１１１子供の数

０６１６産業

１１１１１１地域

－６７－６７定数項

（注）１）モデル１は（２）式，（３）式を利用した推定結果
である。モデル２は（２）式，（５）式を利用した推
定結果である。

２）非属性格差と属性格差の合計欄を横に加えると
１００に等しくなり，勤続年数以下の要因を縦に合計
すると合計欄の数字に等しくなる。

３）OLS による男女別の賃金関数を推定したが，掲
載は省略した。

（資料）CHIP１９９９ と KHPS２００４ の個票により筆者が計算。

───────────
１９　日中両国とも，各職業にける学歴の構成比か
らみると，高卒の割合が一番大きいことがわ
かった。計量分析を行う際に，サンプルの数が
多いグループをレファレンスとすると，安定的
なパラメータが求められると考えられる。その
ため，本稿では高卒を学歴のレファレンスとす
る。
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表５　中国：職業に関する多項ロジット分析

事務職技術職
女性男性女性男性
０．０２０．０３－０．０１－０．１０年齢
０．２７０．３４－０．１４－１．２２

３．１２×１０－４２．１４×１０－４９．０１×１０－５１．９１×１０－４年齢の二乗
０．３５０．１９０．９９２．０２

＊＊＊－０．０８－０．０３－０．０２０．０２勤続年数
－２．７８－１．２４－０．７３０．６４

＊＊１．７１×１０－４５．０８×１０－４８．１１×１０－４－５．０２×１０－４勤続年数の二乗
２．３１０．６９０．９７－０．３０

＊＊＊２．８８＊＊０．８６＊＊＊４．４７＊＊＊１．９６大卒
５．９０１．９６９．３５４．７２

＊＊＊１．９６＊＊＊－２．１０＊＊＊３．１０＊＊＊－２．８３短大卒
９．７４－１０．９９１５．１０－１４．５６

＊＊＊－１．２３＊＊＊－３．０４＊＊＊－１．５４＊＊＊－３．６３中卒
－８．６９－１５．３２－８．４８－１８．３５
０．２１０．１７－０．０９０．６３既婚
０．７００．４７－０．３０１．５８
０．０１０．０６－０．１０－０．１１子供の数
０．１５０．８１－１．３０－１．４３
－１．５０－０．１２－２．０５１．５８定数項
－１．１３－０．０９－１．４１１．０９

その他サービス職
女性男性女性男性

＊＊－０．２５－０．０４０．０３３．６１×１０－４年齢
－２．２４－０．３４０．５００．０４

＊＊＊３．４２×１０－４１．１０×１０－４－３．１１×１０－４２．０２×１０－４年齢の二乗
２．５９０．０７－０．３３０．１５

＊＊＊－０．１６＊＊＊－０．１６＊＊＊－０．０９＊＊＊－０．１１勤続年数
－３．５３－３．８１－３．６３－３．３２

＊＊２．３４×１０－４１．９１×１０－４１．２０×１０－４１．２２×１０－４勤続年数の二乗
１．８４１．５０１．５９１．２５
１．２００．８５－１．１１－０．３９大卒
１．０６１．２９－１．０１－０．３５

＊＊＊１．５８＊＊＊－１．７１＊＊＊－０．１２２．９２×１０－４短大卒
３．７２－４．２３－４．０８０．０１
０．２９＊＊＊－１．３５－０．５３－０．１２中卒
１．００－３．８３－０．４２－０．３４
１．２１＊１．４２－０．３５－０．２８既婚
１．５３１．７０－１．２２－０．７３

＊０．１８０．１６＊＊０．１２０．０８子供の数
１．７０１．２８２．０９０．８９
１．４５－１．１２－０．３４－０．７１定数項
０．６８－０．４６－０．２６－０．４３

（男性）２，８４３（女性）２，７６２サンプル数
１，５５５．３６１，３３３．２１LR 検定

０．０００．００尤度比検定
０．１８０．１６自由度修正済み決定係数

－３，５９３．９３－３，５２８．７１対数尤度

（注）１）上段（太字）が推定値，その下段（細字）が z 値である。
　　　２）＊，＊＊，＊＊＊はそれぞれ有意水準１０％，５％，１％を示す。
　　　３）多項ロジット分析では，レファレンスは「製造・運輸職」である。
　　　　「学歴」のレファレンスは高卒である。
（資料）CHIP１９９９ の個票により筆者が計算。
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表６　日本：職業に関する多項ロジット分析

事務職技術職

女性男性女性男性

０．０１－０．０７０．０５＊＊０．１６年齢

０．０９－０．９４０．４２２．１６

－４．１２×１０－４５．０８×１０－４－３．１１×１０－４＊＊－２．０１×１０－３年齢の二乗

－０．３６０．８２－０．６１－２．２９
＊＊＊０．１６０．０５＊＊＊０．１４－０．０１勤続年数

３．４２１．３５２．５８－０．２４
＊＊＊－４．３２×１０－３－１．３１×１０－３＊－３．１２×１０－３５．０７×１０－４勤続年数の二乗

－２．８９－１．３１－１．８３０．６２
＊＊１．９３＊＊＊２．９６＊＊＊３．５７＊＊＊２．４８大卒

２．５４８．２１４．５５１０．４５

０．３８０．３１＊＊＊１．７２＊＊＊－０．７５短大卒

１．０４０．５４４．１１－１．３５
＊＊－１．８１　＊－１．０８－０．０９１．８８中卒

－２．５１－１．７０－０．１４４．９３

０．６８－０．０８－０．１５－０．７５既婚

１．３９－０．２１－０．２８－１．３５
＊＊－０．３１０．０４－０．２３－０．４１子供の数

－２．０３０．３５－１．２６－１．２８

０．３３－０．３８－１．４１＊＊＊－４．６２定数項

０．１６－０．２５－０．６０－３．０６

その他サービス職

女性男性女性男性
＊０．３５０．０７－０．０７－０．０８年齢

１．８３０．９２－０．７９－１．４１

－３．０１×１０－３－３．０４×１０－４８．０３×１０－４７．１１×１０－４年齢の二乗

－１．５１－０．３７０．７１１．０８
＊０．１０３．９０×１０－３０．０５０．０２勤続年数

１．７４０．１４１．２００．６１

－２．２３×１０－３６．１２×１０－４－１．２１×１０－３－１．２３×１０－４勤続年数の二乗

－１．３５０．９４－１．０５－０．０５

１．３７＊＊＊２．１９１．０７＊＊＊１．４８大卒

１．４２９．１４１．４０６．８５

０．４５＊＊＊１．９０－０．３７＊＊＊１．１１短大卒

０．８９４．８９－１．０３３．１０
＊－０．７４－０．２５－０．４３０．１１中卒

－１．１７－０．７８－０．９４０．３６

－０．４９０．１８－０．３１－０．１０既婚

－０．８００．４５－０．７０－０．３４

０．０３０．１５－０．０４－０．０４子供の数

０．１３１．４９－０．３１－０．４３
＊＊－１０．２０＊＊＊－４．８０３．１５１．００定数項

－２．２８－２．９５１．６４０．８５

（男性）１，０８１（女性）７０１サンプル数

３５１．９９１９７．２１LR 検定

０．０００．００尤度比検定

０．１１０．１０自由度修正済み決定係数

－１，４７３．６５－９０５．７９対数尤度

（注）表５に同じ。
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技術職につく確率が大きくなる。

　この分析結果から，日中両国ともに人的資本

が高いほど，高技能職業（例えば，技術職）に

つく確率が大きくなることが明らかになる。ま

た，両国とも，高学歴が高技能職業に就く確率

に与える影響は女性のほうが男性より大きいこ

とが示される。

　家族構成の影響については，両国とも，既婚

ダミーは職業の選択に有意な影響を与えていな

い。しかし，子供の数が多いほど，中国女性が

サービス職につく確率が大きくなり，日本女性

が事務職につく確率が小さくなる。また，推定

係数の大きさをみると，家族構成は両国におけ

る職業の選択に影響を与えるものの，その効果

は人的資本の要因に比べて小さいことがわかる。

　両国における男女別・職業別の賃金関数の推

定結果を表７～８に示した２１。

　年齢の効果については，勤続年数の効果をコ

ントロールした上で，年齢が高いほど，日本と

中国における男性の技術職，事務職，製造職の

賃金，中国女性の事務職，製造職の賃金および

日本女性の技術職の賃金が高くなる。両国とも

年齢の上昇とともに男女の賃金が上昇する傾向

が見て取れる。

　勤続年数の効果については，勤続年数が中国

の各職業における男女の賃金に有意な影響を与

えないのに対して，日本では，勤続年数が長い

ほど，男性における製造職の賃金および女性に

おける事務職の賃金が高いことがわかる。企業

特殊的な人的資本が賃金に与える影響は，日本

のほうが中国より大きいことが示される。この

理由は企業教育訓練における日中の差異にある

と考えられる。日本の場合，勤続年数の上昇と

ともに企業教育訓練が増加するが，中国の場合，

企業教育訓練が日本より少ない（馬２００７c）。

　また，年齢と勤続年数の推定係数の大きさと

有意水準からみると，両国とも，年齢が男女の

賃金に与える影響は勤続年数のそれより大きく，

しかも日本のほうが中国より大きい。年齢の効

果については，前述のように単なる年齢効果お

よび勤続年数の効果の２つが含まれている。す

なわち，年齢の効果は，「生活保障による年功効

果」（単なる年齢の効果として表される）と「人

的資本による年功賃金効果」（勤続年数の効果

として表される）の２つからなる。これらの分

析結果から，日中の賃金において，単なる年齢

上昇の効果は，企業特殊な人的資本の効果より

大きいことが示される。日本に関するこの推定

結果は小野（１９８９），馬（２００７a）の分析に一致

している２２。

　学歴の効果については，高卒をレファレンス

にすると，大卒が日本と中国の男性における事

務職およびサービス職の賃金に正の有意な影響

を与える結果が得られた。両国とも，教育水準

が高いほど，男女ともに賃金が上昇することが

示される。これらの推定結果は，ほぼ人的資本

───────────
２２　転職をしない場合，年齢と勤続年数の推定に
は多重共線性の問題が存在する可能性があると
考えられるが，CHIP１９９９ および KHPS２００４ に
よれば，中国における転職率が２２．２１％，日本に
おける１年間以内の転職・離職率が３２．０１％で，
日中とも，転職・離職率は高いことがわかる。
それゆえ，両者間の多重共線性の可能性は小さ
いと判断できる。

───────────
２０　中国の職業に関する分析結果について，高卒
に比べ，短大卒の女性はサービス職につく確率
が低くなることが見て取れる。この理由につい
て，現在の中国では，サービス職の労働者全体
の教育水準は高くないことが考えられる。また，
中国では，高卒に比べ，短大卒でも専門的な知
識を持つ者と評価されることはもう１つの理由
であると考えられる。

２１　労働需要側の要因を考慮してみると，資本が
労働需要に影響を与え，それゆえ資本装備率が
労働者の賃金に影響を与えることが考えられる。
ただし，CHIP１９９９ と KHPS２００４ の個人票には
勤務先に関する資本の情報がないため，それを
コントロールすることができない。また，表４
で示される Oaxaca 要因分解の結果から，日中
とも，属性要因における産業の割合値がほとん
ど０％になり，しかも非属性要因における産業
の割合値が小さい（日本６％，中国４％）こと
が明らかになっている。したがって，職業別の
賃金関数では，産業を除いても，バイアスは小
さいと考えられる。
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表７　中国：職業別の賃金関数の推定結果

事務職技術職

女性男性女性男性
＊＊０．１３＊＊０．０９０．０７＊＊＊０．０８年齢

２．４５２．３６１．４０２．７０
＊＊－１．６４×１０－３＊＊－９．０２×１０－４－８．２３×１０－４＊＊－８．１２×１０－４年齢の二乗

－２．２１－２．０３－１．２６－２．１７

－０．０２－２．８３×１０－３－３．６２×１０－３－０．０１勤続年数

－１．５０－０．２１－０．１７－０．５４

７．０４×１０－４１．１３×１０－５３．０２×１０－４１．００×１０－５勤続年数の二乗

１．４１０．２００．５４－０．１５
＊＊＊０．５３＊＊＊０．５０＊＊＊０．３４＊＊＊０．３９大卒

５．３２６．４９３．８２４．９３
＊＊０．１９＊＊０．１５＊＊＊０．８０＊＊＊０．２２短大卒

２．４１２．１８３．４６２．８０

－０．１１－０．１５－１．２３×１０－３－０．０３中卒

－０．９８－１．６５－０．０１－０．３３

０．１３－０．１２－０．０５０．１９既婚

０．７０－０．８３－０．４６－１．２４

－０．０５＊－０．０７２．０４×１０－３＊＊－０．０７子供の数

－１．６２－１．８７０．０７－２．２６
＊＊＊６．１６＊＊＊７．０３＊＊＊７．２３＊＊＊７．２３定数項

６．６２１０．１５７．７２１３．２９

３７７７４１４１３５５４サンプル数

０．０８０．０８０．０７０．１２決定係数

０．６５０．６２０．５８０．５２MSE の平方根

サービス職製造職

女性男性女性男性

０．０１－０．０４＊０．１１＊＊０．０７年齢

０．０９－０．３９１．６９２．１１

－１．０８×１０－５８．１３×１０－４－１．３１×１０－３＊－８．１２×１０－４年齢の二乗

－０．０３０．６１－１．５８－１．９２

０．０４－０．０１０．０２０．０１勤続年数

１．４９－０．３１１．２７０．８７

－１．１３×１０－３５．２１×１０－４－１．０４×１０－４－１．２３×１０－４勤続年数の二乗

－１．０９０．５９－０．２５－０．２５
＊＊＊－０．２５＊＊＊１．７４＊＊＊０．４８０．１９大卒

－３．５６１３．３７３．７７０．７６
＊＊＊０．７０＊＊０．３８０．２４０．０８短大卒

６．２８２．２９１．５８０．９１

－０．１２－０．２９＊＊＊－０．１６＊＊＊－０．１４中卒

－１．２０－１．５１－２．９７－３．０８

－０．２９０．６９－０．０４０．０１既婚

－１．３７１．４５－０．２６０．１２
＊＊－０．０８－０．１９－０．０３０．０１子供の数

－２．０１－１．５４－０．９３０．２８
＊＊＊８．３２＊＊＊８．６８＊＊＊６．００＊＊＊７．０７定数項

７．６７５．１９５．１０１２．４９

２５８１０４７８８９１４サンプル数

０．０９０．２２０．０６０．０５決定係数

０．７４０．７８０．７８０．６２MSE の平方根

（注）パラメータの推定結果の下段（細字）はｔ値，その他は表５に同じ。
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表８　日本：職業別の賃金関数の推定結果

事務職技術職

女性男性女性男性

０．０４＊＊＊０．１２＊＊＊０．０４＊＊＊０．１４年齢

１．３２３．３９４．１４４．２４

－４．１４×１０－４＊＊＊１．３３×１０－３＊－８．８０×１０－４＊＊＊－１．６２×１０－３年齢の二乗

－１．１９－３．４７－１．７７－４．２５
＊＊＊０．０３０．０００．０１０．００勤続年数

２．３１－０．３３０．５９０．１６

－３．１３×１０－４＊７．２２×１０－４３．１２×１０－４４．０２×１０－４勤続年数の二乗

－０．７０１．７９０．４７１．２０

０．０９＊＊０．２１０．０４＊＊＊０．２６大学

０．９８２．５７０．２１３．０７

０．０４－３．２１×１０－３－０．２３０．１６短大

０．４５－０．２８－１．２６１．４８

－０．４９＊＊－０．７８０．４９０．０８中学

－４．１９－２．１４１．３００．３８

０．０８０．１８＊＊－０．３０－０．０５既婚

０．４５１．５２－１．９２－０．３１
＊－０．０９０．０２＊＊＊０．２５４．０４×１０－３子供の数

－１．９３０．３１２．９２０．１１
＊＊＊６．１５＊＊＊４．６８＊＊＊７．０４＊＊＊４．３７定数項

１０．９９６．６８１０．２８６．２２

１９３１１４９８１６５サンプル数

０．１３０．４９０．２６０．３１決定係数

０．５４０．４１０．６００．５０MSE の平方根

サービス職製造職

女性男性女性男性

－０．０２－０．０２－０．０４＊＊＊０．０６年齢

－０．７２－０．６８－０．７１３．６０

１．３２×１０－４３．２３×１０－４４．１２×１０－４＊＊＊－７．０３×１０－４年齢の二乗

０．４００．７１０．５８－３．７３

０．０２０．０００．０３＊＊＊０．０４勤続年数

１．０７０．１０１．２４４．７５

－４．１２×１０－４３．０４×１０－４－６．０２×１０－４＊＊－５．１３×１０－４勤続年数の二乗

－０．９４０．５５－１．０８－２．３７

０．２０＊＊＊０．３３＊＊１．１６０．０３大学

１．０３３．０２２．３７０．３８

０．１４０．２７０．０７＊０．１２短大

１．２０１．３２０．３８１．７２

－０．０７０．０６＊＊－０．２８０．０５中学

－０．４５０．２９－１．５８０．４９
＊＊－０．３６－０．１６－０．１１０．０９既婚

－２．５６－１．２９－０．４３０．９８

０．０５＊＊＊０．２５－０．０１＊＊＊０．１０子供の数

０．８９３．５１－０．１１３．４６
＊＊＊７．５５＊＊＊７．１１＊＊＊７．７６＊＊＊５．６６定数項

１３．４０１１．８３６．８３１８．１１

２６１１９９７４３７３サンプル数

０．０７０．１８０．２１０．３１決定係数

０．６８０．６５０．５９０．５０MSE の平方根

（注）表７に同じ。
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理論と整合的である（Becker １９６４，Mincer 

１９７４）。

　家族構成の影響については，既婚であること

は中国における男女の賃金に有意な影響を与え

ないが，　日本の場合，技術職およびサービス

職について，既婚であることは女性の賃金にマ

イナスの影響を与えることが明らかになった。

また，子供の数が多いほど，技術職と事務職に

おける中国男性の賃金およびサービス職におけ

る中国女性の賃金が低いのに対して，日本では，

製造職およびサービス職において，多くの子供

を持つ男性の賃金が多くなる。

　表９では表５と表６の推定係数を用いて計算

した日本と中国における女性の職業分布の予測

値を示している。また，表７，表８，表９の推

定結果を用いた職業に関する全要因分解の結果

を表１０にまとめている。以下では，これらの分

析結果を用いて仮説を検証する。

　まず，仮説１についてみると，職業間格差

（ＢとＤの合計値）の総合効果は３２％（日本），

３％（中国）である。この分析結果から，男女

間の職業分布の相違が日中における男女間賃金

格差に影響を与えることが示され，仮説１の前

半部分が検証された。推定結果より日中とも，

混雑仮説が支持されている。

　また，職業内格差（ＡとＣの合計値）の総合

効果は９７％（日本），６８％（中国）である。両国

とも，　同じ職業についても男女の賃金が大き

く異なることが示され，仮説１の後半部分が検

証された。

　以上の結果から，「日本と中国においては，男

女間の職業分布の相違，および同一職業におけ

る男女賃金の相違の両方によって，男女間賃金

格差が生じる」という仮説１が検証された。

　次に，仮説２についてみると，職業内格差の

合計値は日本（９７％）のほうが中国（６８％）よ

り大きい。それゆえ，「男女間賃金格差全体に

占める同一職業内の男女間賃金格差の割合は中

国より日本のほうが大きい」という仮説２が検

証された。以上の結果から，日本の場合，同じ

職業における男女賃金の相違に起因する男女間

賃金格差の問題は，男女間の職業分布の差異に

由来する賃金格差の問題より深刻であることが

表９　女性職業分布の実際値および予測値
（％）

予測値－実際値予測値実際値

日本中国日本中国日本中国

１３１２２８２９１５１７技術職

－１９３９２０２８１７事務職

２５－３７３６４１１４１製造・運輸職

７９１４２４７１５サービス職

－２６１３１３２３３９１０その他

００１００１００１００１００合計

（注）１）「女性の予測値」は多項ロジットの推定結果を利
用して計算したものである。

　　　２）実際値は CHIP１９９９ およびK HPS２００４ から計算
したものである。

表１０　職業に関する全要因分解の結果（Brown モデル）

全分解（％）部分分解（％）推定値

日本中国日本中国日本中国

１００１００　１．６１　０．２５賃金格差合計

　９７　６８　１００　１００　１．５６　０．１７職業内格差

　８　２５　　８　３６　０．１２　０．０６Ａ：属性格差

　８９　４３　９２　６４　１．４４　０．１１Ｃ：非属性格差

　３　３２　１００　１００　０．０５　０．０８職業間格差

－１－４－４０－１３－０．０２－０．０１Ｂ：属性格差

　４　３６　１４０　１１３　０．０７　０．０９Ｄ：非属性格差

　６　２０　０．１０　０．０５属性格差合計

　９４　８０　１．５１　０．２０非属性格差合計

（注）１）表５～９の結果を利用した推定結果である。
　　　２）部分分解は，職業内格差と職業間格差の推定値をそれぞれ１００％として計算した各要因の割合で，全分解は，賃金格

差を１００％として計算した各要因の割合である。
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示される。

５．まとめと今後の研究課題

　本稿では，中国と日本の家計調査の個票を利

用し，Oaxaca モデルおよび Brown モデルを用

いた実証分析を行い，以下のような結論を得た。

　第１に，両国とも，混雑仮説で指摘されるよ

うに，男女間の職業分布の相違が存在し，これ

が男女間賃金格差に寄与した。

　第２に，日中とも，職業内格差が男女間賃金

格差全体に占める割合は，職業間格差より大き

いが，この問題は中国より日本において深刻で

ある。

　以上の分析結果から，性別職業分離が日本と

中国における男女間賃金格差の共通な要因であ

り，職業内格差と職業間格差は，両国の男女間

賃金格差全体に与える影響は異なることが明ら

かになった。このような分析結果は，次のよう

な政策含意を持つと考えられる。

　第１に，職業間格差の問題については，女性

自身の職業選択などの労働供給側要因が職業分

布の偏りに影響を与えるものの，人材採用およ

び職業配置をする際に，労働需要側（企業側）

による男女の差別的取り扱いの問題を軽視でき

ない。この問題を解決するため，日中とも，男

女雇用均等法の徹底が重要な課題になっている

と考えられる。とくに，中国の場合，経済改革

とともに生じる労働雇用における男女の差別的

取り扱いの問題を重視すべきである。

　第２に，職業内格差の問題については，同一

労働同一賃金政策を厳守すべきである。中国で

は，１９５４年に同一労働同一賃金政策が実施され，

また日本では１９４５年に同一労働同一賃金原則が

確立されたが，日本の大手企業と中国の国有企

業では，年功賃金が賃金制度の基本的仕組とし

て実施されている。年齢や勤続年数などの個人

属性を重視する年功賃金制度の下では，男女差

別が生じやすく，これによって同じ職業につい

ても男女の賃金が異なることが考えられる。両

国とも，同一労働同一賃金政策を徹底的に実施

するために，欧米の経験を参考にし，職務の客

観的な評価を賃金制度に反映させることによっ

て，男女差別が生じにくい賃金制度（例えば，

「職務・職業賃金制度」２３）を検討すべきであろ

う。

　最後に本研究では，１時点のデータを用いて

クロスセクション分析を行ったが，経済発展に

伴って，各職業における労働需給の状況と，職

業が男女間賃金格差に与える影響が変化すると

考えられる（Goldin １９９０，大沢１９９３）。また，

今回の分析では，データの制約により，職業を

５種類だけに分類したが，職業をより細かく分

類すると，職業間格差に関する分析結果は異な

る可能性がある。これらについては今後の研究

課題としたい。
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　This paper is concerned to explore occupational segregation and its impact on gender wage 

differentials in Japan and China based on the micro-data from Chinese 1999 urban household 

income survey and Japanese 2004 Keio University household income panel data survey, using 

decomposition models developed by Oaxaca and Brown et al..

　The results indicate that although social economic system of Japan and China is different, 

occupational segregation is a common factor of gender wage differentials in Japan and China. The 

main findings are as follows: (1) In Japan and China, there are gender differentials in occupation 

distribution, and the intra-occupation differentials affect the gender wage differentials. The 

crowding hypothesis is proved in Japan and China. (2) Although the intra-occupation differentials 

affect the gender wage differentials in both Japan and China, the intra-occupation differentials 

effect is greater in Japan than China. It shows that the problem of discrimination in the same 

occupation in Japan is more serious.

　These results suggest that for making a solution about the problem of occupational segregation 

and gender wage differentials in Japan and china, male and female employment equality law and an 

equal pay for equal work policy are important. 




